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平成 29 年 7 月吉日 

第６９回ファインビット通信 

中 村 中 

１、「事業性評価融資」は「金マニ別冊」事例で定着している 

 

昨年、平成 28 年 9 月に「事業性評価融資」（最強の貸出増強策）をビジネス教育出版社

から上梓するにあたり、『事業性評価融資事例＝金融検査マニュアル別冊（中小企業融資

編）の 27 事例』の定義が成り立つか、私はやや不安に思っていました。 

しかし、この定義は、金融庁も経済産業省・中小企業庁も、また各金融機関にも通用し、

広く受け入れられるようになりました。それぞれの役所や各金融機関での勉強会において、

その事例に沿った、ローカルベンチマークや RESAS・経済センサスによる補足説明が歓

迎され、講演後に、「もう一度、詳細を教えてください。」という方々も、かなりいらっし

ゃるようになってきました。 

そこで、ここでは、その触りをご紹介します。この別冊の全ての 27 事例は、「事業性評

価・ローカルベンチマーク活用事例集」（中村中著、平成 29 年 2 月 15 日、ビジネス教育出版

社）に掲載しています。ご参考にしてください。 

 

（コンサルティングのポイント） 

一般的に、旅館業については、多額の設備資金を必要とし、これら投資資金の回収

に長期間を要するという特性を有している。また、多様化する顧客ニーズへの対応

のため、比較的短期間の内に設備更新のための再投資(修繕費用等)も必要とされる。

旅館業の債務者区分の判断に当たっては、こうした業種の特性による設備投資に伴

う減価償却負担や金利負担の状況及び投資計画を踏まえた収益性等について検討を

する必要がある。 
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≪ローカルベンチマークの着眼点で金融機関の担当者が当社に関する稟議書を 

書く場合は以下の通りになる。≫ 

事業への着目 

当社は、地元温泉地の中規模旅館で、当行のメイン先（シェア80％、与信額平成13 年9 月

決算期400 百万円）です。当旅館の代表者は、宿泊者ニーズを重視して、比較的短期間の

内に設備更新のための再投資(修繕費用等)を行い、多様化するニーズに応えています。また、

今後は新たな旅行代理店の開発及びタイアップをし、意欲的な経営姿勢を続けています。

とは言うものの、旅館業のように新規設備投資や改築費用が多い業種については、現時点

で、表面的な損益や財務状況が悪化することがあり、赤字となったり債務超過に陥ること

もあります。その為には、支援機関である金融機関に対しては、今後の売上の改善見込み

やコスト軽減化などを記した経営改善計画などの情報開示資料の提出を確り行い、実情を

理解して貰っておくことが大切です。 

また、地元温泉地の旅館は、静岡県伊東市にあると仮定すれば、周辺地域の経済活動を支

えており、地域住民にとって欠かせない存在になっていることがあります。RESASの全産

業図によれば、大都市を持たない県や地域については、宿泊業・飲食サービス業が業種の

上位になっています。金融機関としても地域産業活性化に貢献しなければなりません。 

 

外部連携 

一般的に、旅館業については、多額の設備資金を必要とし、これら投資資金の回収に長期

間を要するという特性を有しています。また、多様化する顧客ニーズに応えるためには、

比較的短期間の内に設備更新のための再投資(修繕費用等)も必要とされます。その上、旅
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館の業種特性としては、設備投資に伴う減価償却負担や金利負担の状況によって、黒字化

が難しくなることです。宿泊客や宴会が落ち込んだ場合は、投資計画に沿った収益性に現

実が追いつかず、キャッシュフローで苦労することもあります。 

このような時には、かなり大きい旅館であっても、代表者等の収入状況や資産内容等を総

合的に勘案し、その企業の信用力を見ることが多々あります。             

従って、旅館業については、本業の財務内容、損益面、収支面を把握し、また経営者の収

支・資産も総合的に判断しなければなりませんので、外部の税理士などの専門家と連携を

組んで、情報開示を確り行う必要があります。 

 

事業の内容と成長可能性 

 

旅館業は、一般的には宿泊客の多寡によって、業績が決まります。この宿泊客の見込みや

サービスの質などについては、例えば、静岡県の伊東市をRESASで見ていくことにします。

現状の把握では、前述の「全産業図」により、旅館業は伊東市の主要産業であることが確

認され、「観光マップ」では、ここにはRESASの図表は掲載を省略しますが、「From‐to

分析」から、平日・休日の滞在人口が明らにすることが出来ますし、「滞在人口率」から、

滞在人口月別推移や滞在人口時間別推移がグラフ化されていますので、種々の対策も立て

やすくなっています。さらに、以下に示す「指定地域の目的地一覧」や「県外からの滞在

人数」によって、宿泊者へのサービスやセールスもターゲットを絞り込むことが出来ます。 

 

 

また、静岡県伊東市の平日は、滞在人口合計は、106,700人であり、国勢調査人数71,437

人の1.49倍です。都道府県外の滞在人口は、8,900人（地域外割合8.3%）です。都道府県外

ランキングは以下の通りです。 
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一方、将来の観光客・宿泊客誘致では、今までの旅行代理店企画によるパッケージツアー 

などの「発地型観光」も集客の効果はありますが、最近では、観光地自らが情報発信し観

光客を呼び込む「着地型観光」が注目されています。すなわち、「着地型観光」は「まち

おこし」にも通じるものであり、「川下り」や「農業体験」、「ウオーキング」、「伝統

芸能体験といった体験型・交流型プログラム」などが代表例です。特に、これらのプログ

ラムは、そのまちが持つ歴史や文化、施設、イベントなどを絡めながら、如何にして、ま

ちを訪れる人を増やしていくかが求められています。 

今後の、旅館業の事業内容や成長可能性は、地域の行政や商工会議所・商工会などと、ま

た、観光資源を創出し継続的にリピーター客を呼び込むような地域の中核人材などと連携

を組みながら推進していくことが多くなると思います。このように、ビッグデータを

RESASによって分析すれば定性要因がかなり具体的な数値として説得力を高めることが

出来ます。 

 

資金ニーズと融資判断の可否並びにコメント 

当行としては、当社ばかりではなく、地域の旅館業の発展を目指し、この業界の多くの情

報や経営スキルを集めています。RESASによる現状の把握で、例えば、伊東市はこの旅館

業が主要産業であることが確認でき、「観光マップ」の「From－to分析」から、平日・休

日の滞在人口が明らにすることが出来ます。また「滞在人口率」から、月別推移や時間別

推移がグラフ化され、「指定地域の目的地一覧」や「県外からの滞在人数」によって、宿

泊者へのサービスやセールスの方針も立てることが出来ます。 

将来の観光客・宿泊客誘致では、「発地型観光」の集客効果に加え、「着地型観光」の効

果も検討しています。この地域が持つ歴史や文化、施設、イベントなどを絡めながら、如

何にして、まちを訪れる人を増やしていくかを金融機関も行政などと連携して検討するべ

きです。今後の、旅館業の事業内容や成長可能性は、地域の各機関と組むことの他に、リ

ピーター客を呼び込む努力を行なっているような地域の中核人材などと連携を組むことも

一策です。 

当行としては、当旅館は現在の財務内容や損益面で問題があろうとも、収支面ではまだま

だ多少のゆとりがありますので、将来の見通しでは改善が見込まれることから、新規の資

金ニーズには応えていくつもりでいます。 

 

この事例10を見ることにより、平成14年からRESASの誕生する平成28年までは、「金融

検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」の事例の通り、銀行内部の稟議書は定性的で抽象

的な書き方しかできませんでしたが、現在では、RESASなどのビッグデータにより、多く

のデータが、説得力のある情報として、稟議書の付属資料に盛り込むことが出来るように

なりました。このような稟議書こそ、事業性評価やローカルベンチマークの稟議書になり、

中小企業支援の強い味方になるのです。 
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日経新聞 平成 29 年 6 月 9 日 

 

これからの２～６の項目については、通信講座「財務金融アドバイザー」の継続会員の皆様にお送

りしている「財金 A 通信 7 月号」の抜粋です。ご参考にして下さい。 

 

２、金融検査マニュアル凍結後の金融機関審査 

1999 年に金融検査マニュアルが

誕生した後に、その貸出管理の厳

しさのために「貸し渋り・貸し剥

がし」が中小企業を苦しめること

になりました。そこで、2002 年

に金融検査マニュアル別冊（中小

企業融資編）が金融庁から出され

ることになったのですが、その内

容が 27 事例でやや抽象的に表現

された為か、一問一答方式やスコ

アリング方式に慣れてしまった

金融機関の担当者は、その事例が

示したプリンシプル（筋・原理原

則のようなこと）を理解すること

が出来ず、今日に至ってしまいま

した。その上、保守的で金融機関

に有利な判断をする傾向にある

「上司」に忖度してか、取引先に

厳しい、財務情報を重視した定量

分析の融資審査に軸足を置くよ

うになりました。 

とは、言いながら、今回は、「貸

し渋り・貸し剥がし」ではなく、

「日本型金融排除」という、「担

保保証に依存し過ぎた融資」や

「融資謝絶」が散見され、事業性

評価融資も実行されていないと

いうことです。金融庁も、金融行

政方針や「捨てられる銀行１」で

その点を批判し、ついには、この

記事では、その元凶になっている

「金融検査マニュアル」の凍結ま

で、主張しています。 
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そこで、金融検査マニュアルの「貸し渋り・貸し剥がし」の対策である金融検査マニュア

ル別冊（中小企業融資編）が思い起こされることになったのです。しかし、それから 15

年超が経過し、この金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）の 27 事例よりも、遥か

に、レベルアップした「ローカルベンチマーク」が最近誕生することになりました。 

この内容は、巷に溢れるようになった「ビッグデータ」を RESAS（地域経済分析システ

ム）で図表化し、地域における取引先企業の位置づけを客観的に捉えることが出来るよう

になりました。個別企業の財務情報は業界比較やグラフ化することが出来、その企業のポ

ジションを冷静に見ることが出来るようになりました。非財務情報は、ヒアリングシート

とバリューチェーン化の一覧表にまとめられ、中小企業の実態を漏らすことなく網羅的に、

しかも見易く情報開示化することが出来ました。しかも、このローカルベンチマークの各

シートや検討資料は電子データで、金融機関に届けることが出来、金融機関も既に蓄えた

自行庫のデータを加味して、高度な分析をできるようになりました。 

このローカルベンチマークに、最近、中小企業が大きな信頼を寄せるようになった「税理

士など専門家」が、その支援者として登場するようになったのです。税理士など専門家は、

巡回監査（月次訪問）やモニタリング情報の収集を励行し、付言を加えた情報開示資料を

金融機関に提出することが出来るようになっているのです。そこで、従来金融機関が企業

情報の不足で断っていた「事業性評価融資」を容易に実行されることになると思います。

すなわち、ポスト―金融検査マニュアルの凍結後は、各地域金融機関は、ローカルベンチ

マーク重視型の審査にシフトしていくものと思われます。実際、そこでは、取引先企業と

連携を組み、金融機関とも連携を組んだ「税理士など専門家」の付言コメントが付加され

るものと思います。 

（省略） 

就きましては、借り手中小企業は金融機関や税理士など専門家と連携を取りながら、「事

業性評価融資」を推進するべきであると思います。そのためには、「貸し渋り・貸し剥が

し」発生時に金融検査マニュアルの問題を指摘し改善に努めた、「金融検査マニュアル別

冊（中小企業融資編）」の 27事例を、ローカルベンチマークにおけるビックデータや財務

分析シートで分析する一方、また非財務ヒアリングシートで、真の実態把握を行うべきで

あると思います。 

３、四国 4 県の TKC 四国会｢金融特別セミナー｣のご報告 

6 月 13 日より四日間、四国各県にて「金融特別セミナー」が開催され､4 つの講演会の最

後は、6 月 16 日(金)の松山でした。 

各会場にて、各県の財務局の理財課長がミニ講

演会を行い、その内容に枝葉を付けるべく、ロ

ーカルベンチマークの図表とビックデータの活

用を実際にパソコン等を使い､私がご紹介しま

した。 

高松会場では、経済産業局の皆様が 10 人程度参

加して頂いた他､各会場とも、多くの金融機関の

幹部の皆様が参加いただき、TKC 全国会の税理

士の先生方とご一緒に「行政・金融・税理士な

どの専門家の連携が、今後の地域活性化には必

須事項である」ことを確認し合いました。 
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愛媛新聞 

平成 29 年 6 月 17 日 

私としては、四国から、この連携がスタートすることを期待しております。 

この講演会の様子は、以下の通り、愛媛新聞にも掲載されました。 

 

 

４、“事業性評価融資 27 事例「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」解説”  

～ビッグデータを活用した事例研究～  少人数勉強会 開催致します！ 

 

今般、7 月 19～20 日に、中国税理士会の認定支援機関

向け研修を、中小企業大学校 広島校で行うことになり

ました。この研修会は、全員がパソコンに向かい、

RESAS や経済センサスのビッグデータを見て頂きな

がら、「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」

（ビジネス教育出版社：中村 中 著）の事例について、

解説することになっています。 

今回は中国税理士会に限定されていますが、既に、定

員の 2 倍の税理士先生が受講されることになっていま

す。 
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前述しましたが、地域金融機関は、金融検査マニュアル凍結後、平成 14 年に公表された

「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」の 27 事例を注目しています。1999 年公

表の金融検査マニュアルで発生した「貸し渋り・貸し剥がし」の対策として、この別冊の

27 事例が、金融庁自身から公表された対策書であるからです。この事例は、最近話題の

「事業性評価融資」の事例としても、話題になっています。 

私は、この 27 事例を、RESAS や経済センサスを使って、金融機関の内部に通用する「稟

議書」に纏め、前掲書「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」にしました。 

目下、有難いことに、多くの金融機関で購読され、さらに、金融仲介機能ベンチマークの

解説も加えた銀行員用の通信講座「ベンチマーク徹底理解講座」（銀行研修社）も多くの金

融機関のテキストになっています。 

そこで、今回、上記の 27 事例を「少人数勉強会」にて、解説していこうと思っています。

この勉強会において、「RESAS」「経済センサス」や「事業性評価融資」「ローカルベンチ

マーク」「金融仲介機能ベンチマーク」について実際にパソコンを活用し、各回 2 つ程度

の事例に沿って、解説致します。毎月 1～2 回の開催を予定しております。 

先ずは、8 月 3 日(木)と 31 日(木)からスタートしますので、ご参加をお待ちします。 
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５、MPS よもやま話 

『事業再生の現場から 

～「経営理念なんて要らない」という社長には ～』 

企業が「継続企業」として存在するためには、「経営理念」が必要だといわれます。経営理念は、

社員を同じベクトルに向わせる、判断の基準、行動の指針になる、経営者の意志と行動を示す、

といった企業の羅針盤の役割を担う大切なものであるということは、多くの企業のホームページ

にそれが掲載されていることからも分かるとおり、ほとんどの方が共通認識としてお持ちかと思

います。 

しかし、こと中小零細企業においては、経営理念のない企業の方が多いのではないでしょうか。

実際に経営者とお話をしても、売上目標など定量的なものは社内にあるが、経営理念は「特に無

い」といった答えをよく耳にします。 

（省略） 

企業は人で成り立っています。人、モノ、金、情報とは言いますが、このすべてを動かすのはや

はり人なのです。その「人」を、より強く動かしたいのであれば、社長がそうであるように「な

ぜ？」という目的意識を与えることが有効です、 

 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 樫村俊一 

６、関西からの一言 

『持ち株会社を利用した事業承継 ～その４～ 』 

以下、若手の山本税理士と先輩のベテラン田中税理士のやり取りです。 

山本税理士（新人）：前回に引き続き、持ち株会社の話ですが、持ち株会社にして評価が下がる理

由は何でしょうか？  

田中税理士（ベテラン）：中会社又は小会社を大会社の子会社にすることによって、子会社となっ

た会社の評価が相続財産として直接影響することが無くなるという事ですね。つまり、被相

続人が直接所有している親会社の株式のみが相続財産とされるので、子会社の方は親会社の

資産の一部として類似評価されるにすぎません。 

（省略） 

新人：つまり、株式保有特定会社に該当したら、評価上は、持ち株会社化しなかった評価と変わ

りない結果になるということですね。 

ベテラン：誤解を恐れずに簡単にいうとそういうことになりますね。 

 

中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 
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